
令和７年度版 

山形県租税教育推進協議会 



は じ  め  に  

   

「 山形県租税教育推 進協議 会」 は、 租税教育を き わめて

重要な も のと と ら え 、 昭和 55 年２ 月、 他県に先駆けて 東北

で 最初に 設立さ れま し た 。 こ れま で 長き に わた り 、 数々の

事業を 着実に 実施さ せて い た だ い て お り ま す こ と は、 関係

機関の皆様方のお 力添え の賜で あ り 、 厚く 御礼申し 上げま

す。  

さ て、 平成 23 年 11 月に、 文部科学省・ 総務省・ 国税庁

の協議によ り 発足し た 「 租税教育推進関係省庁等協議会（ 中央租推協） 」 におい て は、

租 税教 育の 充 実に 向 け た 基本 方針 等 に つ い て 、 毎年 、 継 続的 に 協議 を 重ね て お り 、

「 小・ 中・ 高等学校に おける 租税教育は、 教育の現場、 税の専門家及び 各地域の税に関

する 民間団体等が連携・ 協働し て 、 社会全体で 取り 組むべき も の」 と し て 合意・ 確認さ

れて いる と こ ろ で す。  

当協議会におき ま し て も 、 従来から 積極的に租税教育を 推し 進めて ま いり ま し た 。  

租税教育は、 次代を 担う 子供た ち が、 財政や租税の意義・ 役割を 正し く 理解する こ と

で 、 社会の仕組みを 知り 、 感謝の気持ち を 育み、 いずれは税を 通し て 社会に貢献する 意

識を 持っ た 大人と な る 契機と し て 必要な も ので あ る と 認識し て お り ま す 。 さ ら に 、 選挙

権年齢の引下げに伴い 、 主権者教育の重要性も 高ま っ て おり ま す 。 財政の状況や現代社

会の諸課題を 知り 、 税金の使われ方につ いて 関心を 高め、 選挙を 通し て 自分の意思を 反

映さ せる と いう こ と は、 主権者教育と し て と て も 大切な こ と で ある と 思っ て おり ま す。  

ま た 、 当協議会の他県に誇れる 特色あ る 事業と し て 、 昭和 58 年から 実施し て おり ま

す「 租税教育推進協力者の委嘱」 があり ま す。 こ れは、 各教育事務所から 推薦を いた だ

いた 小・ 中学校の先生方に、 「 租税教育推進協力者」 と し て 租税に関す る 授業の実践研

究を 行っ て い た だ き 、 そ の指導内容を 「 租税教育実践レ ポート 」 と し て ま と めて いた だ

く も ので す。 こ れま で 延べ 581 名の先生方に、 「 租税教育推進協力者」 と し て 租税教育

の実践研究に 携わっ て いた だ き ま し た 。 こ のこ と は、 本県の教育機関に と っ て 貴重な 財

産で あり 、 租税教育の充実に 大き く 寄与し て いる も のと 確信し て おり ま す。  

本書は、 令和７ 年度の協力者で ある ５ 名の小学校の先生方が作成し ま し た 「 租税教育

実践レ ポート 」 を 集約し た も ので す。 生徒が税に ついて 主体的・ 対話的に学んだ 授業実

践が報告さ れて おり 、 租税教育の参考と な る 全国で も 数少な い貴重な 資料と な り ま すの

で 、 是非活用し て いた だ き た いと 思いま す。  

最後にな り ま し た が、 大変お 忙し い中、 実践研究と 執筆を お引き 受けい た だ き ま し た

先生方に、 心よ り 感謝を 申し 上げ、 巻頭の挨拶と いた し ま す。  

 

山 形 県 租 税 教 育 推 進 協 議 会 代 表 幹 事  

山 形 県 教 育 委 員 会 教 育 長  

須 貝  英 彦   
 



           

 
 

(順不同・ 敬称略) 

 

 

・ 山形市立山寺小学校     教諭   田 中 清 彦  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １  

        

・ 河北町立西里小学校     教諭  牧 野 亜希子 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２  

 

・ 真室川町立真室川北部小学校 教諭  須 藤 郁 子 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３  

  

・ 高畠町立屋代小学校     教諭  山 田 瑞 基 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ４  

 

・ 鶴岡市立朝暘第五小学校   教諭  田 澤 あき な ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ こ れまでの実践レポート を含め、 仙台国税局ホームページに掲載さ れており ます。 

 



わたしたちのくらしと税金～あなたは減税に賛成ですか？～ 

山形市立山寺小学校教諭  ６学年 田中 清彦 

実施年月日：令和７年 ５月２７日 ６名 

１ 実践計画・指導のねらい 

 

 

 

 

 

２ 単元構成・実際の指導状況（単元を通した全体の主な学習計画及び教師の指導）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果（◎）と課題（◆）（租税教育を実施後、教諭自身の感想や児童・生徒の反応、他の教諭に対して、今後参考としてほしい事項など） 

 

 

 

 

 

時間 学習内容 主な発問（○）、こどもたちの反応（●）、使用教材等（□） 

１ 

・日本国憲法について考え、

三つの原則についてまとめ

る。 

 

○日本国憲法って何だろう 

●戦争の後にできたらしい。 

●三つの原則について調べてみたい。 

●ぼくたちに関係あるのかな。 

□社会科資料集（文溪堂） 

２ 

・三つの原則について考え、 

権利と義務について調べる。 

 

○みんなの生活とはどんなつながりがあるのだろう 

●家の人が選挙に行っていたと思う。 

●いろいろな権利と義務があるんだ。 

●大きな地震があったとき自衛隊の人が活動していたよ。 

□社会科資料集（文溪堂） 

３ 

・税金について関心をもち、

税の種類や使われ方を調べ

考える。 

 

 

○税金って何だろう 

●消費税は知ってるよ。 

●教科書の裏にも「税金」って書いてあるよ。 

□副教材「わたしたちのくらしと税金」 

□ＤＶＤ「マリンとヤマト 不思議な日曜日」 

４ 

・租税教室を通して「税金の

使われ方」等について学び、

税金の使い道について自分

の考えをもち理解を深める。 

 

○税金は何に使われているのだろうか 

●いろいろなところに税金が使われているんだ。 

●まず自分たちの町に必要なのは学校だよね。 

●隣の町にお願いできるものもあるよね。 

 

５ 

・消費税の減税について話し

合い、税金について考える。 

○減税は本当に必要なのだろうか 

●お母さんは「消費税がなくなれば安く買い物ができるからいいね」

と言っていたよ。 

●消費税がなくなったら、減った税金はどうするのかな。 

●やっぱり消費税はこのままでいいんじゃないかな。 

６ 

・税金にについて学習したこ

とを生かして税に関する絵

はがきを書く。 

○税に関する絵はがきを書こう 

●税金の必要性を伝えるためにどんなイラストにしようかな。 

●言葉も大切だよね。 

 

 

「わたしたちのくらしと日本国憲法」の単元から、日本国憲法について学習し、三つの原則がわたしたちの暮らしにどのように生かされているのかを理解する

ことができるように考えた。そして、権利と義務について調べることで「税」につなげていきたい。税金がどこで集められ、何に使われているかについて学習

することを通して、税金の必要性について考えることができるようにした。さらに、今メディアでも取り上げられている「消費税減税」について、家の人にイ

ンタビューしたり、話し合いをしたりすることで自分の考えを深められるようにしていきたい。 

【指導のポイント】≪１時間目≫ 

グループで「三つの原則」の１つを担当

し、調べたことをPower Pointにまとめた。

友達と相談しながら調べまとめることで

いろいろな気づきをもつことができた。 

【指導のポイント】≪２時間目≫ 

 自分たちの生活とのつながりを一番感

じやすい権利と義務について調べて、考

えることで「税」につなげることができ

た。 

【指導のポイント】≪３時間目≫ 

 税金が自分たちの生活とつながりが

あることに気づくことで、その必要性

を考えさせることができた。 

◎ ＤＶＤ「マリンとヤマト不思議な日曜日」を租税教室の前に鑑賞しておくことで、税金について自分なりの考えをもって租税教室での話を聞くことができ、

税金についてより理解することができた。さらに、自分なりの税金の使い方を考える時間も確保することができ、税金の使われ方も考えることができた。 

◎ 日本国憲法について自分たちで調べていく中で、「税金」が自分たちのくらしと深く関わっていることに気づき、興味をもちながら学習を進めることがで

きた。 

◆ 自分なりの税金の使い方を考えたあと、もっと話し合いの時間を確保できればよかった。どんなテーマをもって考えたのか、なぜこのように考えたのか等

を交流することで、自分の考えを深められたのではないかと考える。 

  

【指導のポイント】≪４時間目≫ 

 自分が町の代表者として、限られた税

金をどのように有効的に活用するのかを

考えることで、人々の思いや願いに気づ

くことができた。 

【指導のポイント】≪５時間目≫ 

 お家の人にインタビューすることで、

消費税に対して、もう一度考え直すきっ

かけになり、話し合いを通してさらに自

分の考えを深めることができた。 

【指導のポイント】≪６時間目≫ 

 これまでの作品も鑑賞することで、自

分が描きたいもののイメージを思い浮か

べやすくなり、創作意欲につながった。 
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わたしたちのくらしと税金との関わりを考える 

 

河北町立西里小学校教諭  ６学年 牧野 亜希子 

実施年月日：７年４月１７日～１２月１５日 １６名 

１ 実践計画・指導のねらい 

 

 

 

 

 

 

２ 単元構成・実際の指導状況（単元を通した全体の主な学習計画及び教師の指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果（◎）と課題（◆）（租税教育を実施後、教諭自身の感想や児童・生徒の反応、他の教諭に対して、今後参考としてほしい事項など） 

 

 

 

時間 学習内容 主な発問（○）、こどもたちの反応（●）、使用教材等（□） 

１ 

・日本国憲法 

 

○ 日本国憲法にはどんな考え方があり、くらしとどんなつながりがあるのだろうか 

● ３つの原則があり、その中の基本的人権の尊重が私たちのくらしと深くつながっ

ていることが分かった。 

□ 教科書「新しい社会」（東京書籍） □ 社会科資料集（正進社） 

□ 副教材「わたしたちのくらしと税金」 

２ 

・基本的人権の尊重の中

の、納税の義務に関わっ

て、税金の種類について調

べる。 

 

 

○ わたしたちは、どんな税金を納めているかを調べよう。 

〇 納税の義務は、憲法の三原則の内のどれに入るでしょう。 

● 基本的人権の尊重の「権利と義務」に関わっている。 

● 税の種類が多すぎて、大人になって納められるのかな。 

● 聞いたことのない税金もあって、こんなにたくさんの税金、ない方がいい。 

● 身の回りに、こんなにたくさんの税があるなんてびっくり。 

● 税金は日本だけじゃないことが分かった。 

□ 教科書「新しい社会」（東京書籍） □ 社会科資料集（正進社） 

□ 児童用タブレット（調べ学習）□ 副教材「わたしたちのくらしと税金」 

３ ・山形税務署「租税教室」

を通して、税金の使われ方

や税金の仕組み、税金の種

類などについて学び、税に

ついての理解を深める。 

 

 

○ 税ってなんだろう？何に使われているのでしょうか。 

● 税金の種類が５０種類もあって、おどろいた。 

● ポテトチップス税とか犬税とか 本当にあったと知って、おもしろい。 

● 火事が起きてもお金がないと消防車が呼べないと知って、生活にとって税金は絶

対に必要だと思った。 

● 学校を建てるのに１０億円もかかることや 

西里小の６年生が１年間学校で勉強するのに、 

８千万円以上かかっていることにびっくりした。 

● １億円って重い。束にすると大きい。 

□ 税のビデオ（マリンとヤマト又はアナザ―ワールド） 

４ 

・税についての学習をふり

返り、分かったことや考え

たことを交流しまとめる。 

 

○ 身近なくらしとかかわる税金についての学習をふり返ろう 

● 修学旅行の費用の中に、日本独特の入湯税もあったんだと知った。 

● 委員会で使った模造紙やマジックも税金が関わっていると気づいた。 

● 税金は、社会で暮らすために支払う「会費」のようなものだと分かった。 

● くらしの安心と安全のためには、税金が必要だと分かった。 

□ まんが「おじいさんの赤いつぼ」（大蔵税務協会発行） 

「税金と聞いて何を思い出す？」と聞くと、子ども達の多くは、「消費税。」と即座に答える。「食品は８％で、それ以外は１０％。」と税率も詳しい。それほ

ど、消費税は子ども達の生活の中に根付いている。しかし、他に知っている税はないかとたずねると即答はできない様子だった。税金が自分たちのくらしと関

わっていることは理解しているが、どのように自分たちのくらしに返ってきているか、どのように使われているのかについては、ほとんど考えが及んでいない

と思われる。そこで、社会科の単元『私たちの生活と政治』の中での、「納税の義務」とも関連付けながら、税金の必要性や重要性について考えていきたい。 

【指導のポイント】≪１時間目≫ 

 社会科単元『私たちの生活と政

治』の学習を通して、憲法の３原

則とくらしとの関わりについて、

義務としての「税」を丁寧に扱う

ようにする。 

【指導のポイント】≪２時間目≫ 

「納税の義務」について、日本

国憲法の３つの原則とのつなが

りを想起させる。どんな税金を納

めているのかを調べさせること

で、わたしたちの暮らしの中の至

る所に「税金」が関わっているこ

とに気づかせ、次時の「租税教室」

につなげていく。 

【指導のポイント】≪３時間目≫ 

山形税務署の講師による専門

的な話を聞くことで、税について

の理解を深めることができた。税

金がわたしたちの暮らしになく

てはならないものだということ

を知り、日常の様々な場面や物に

ついて、税との関わりを考えさせ

る。 

◎ 日本国憲法の基本的人権の尊重、納税の義務と関連付けることで、税金が自分たちのくらしと強く結びついていることを理解するのに役立った。 

◎ 事前にいただいた副教材の「私たちのくらしと税金」は税を理解するのに、入り口がクイズで興味を引き、内容がコンパクトで使いやすかった。 

◎ 将来、河北町の小学校が統合することを知っている児童にとって、学校建設や教育費に莫大なお金がかかるという事実は、自分たちにとって身近で驚きの

内容だった。税金の使われ方を理解したり、その必要性を実感したりするのにとても有効な情報だった。 

◆ 租税教室を中心に単元を構成したが、児童の考えから生まれた対立意見を使ったディベートや学んだ内容を活用して税のはがきコンクールへの参加などの

発展的な活動を組んで、より自分ごととなる取り組みができるとよかった。 

【指導のポイント】≪４時間目≫ 

 修学旅行や学校生活など、身近

な生活体験を想起させ、学んだ

「税」と結び付けてふり返らせ

る。税に対する考えをまとめさせ

る。 
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わたしたちの生活と税金 

 

真室川町立真室川北部小学校教諭  ６学年 須藤 郁子 

実施年月日：７年４月２２日～６月１８日 ９名 

１ 実践計画・指導のねらい 

 

 

 

 

 

 

２ 単元構成・実際の指導状況（単元を通した全体の主な学習計画及び教師の指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果（◎）と課題（◆）（租税教育を実施後、教諭自身の感想や児童・生徒の反応、他の教諭に対して、今後参考としてほしい事項など） 

 

 

 

時間 学習内容 主な発問（○）、こどもたちの反応（●）、使用教材等（□） 

１ 

・ 

２ 

・日本国憲法には、３つの原

則があり、国民の権利を保障

するとともに義務も定めら

れていることを知る。 

 

 

○ 日本国憲法にはどのような考え方があるのだろう。 

●国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の３つの原則がある。 

●さまざまな国民の権利が保障されている。 

●国民が果たさなければならない義務（教育を受けさせる義務、仕事について 

 働く義務、税金を納める義務）も定められている。 

○ 税金というと、どんなことを思い浮かべますか。 

● 消費税、住民税、固定資産税、・・・ 

● 払いたくない。ない方がいい。 

□使用教材名 

教科書「わたしたちのくらしと日本国憲法」 

３ 

・国の政治の仕組みと選挙に

ついて学ぶ中で、どんな税金

の使い方がよいか考えるこ

とを通して税金についての

理解を深める。 

 

 

○ いよいよ明日は、国会議員選挙の投票日です。候補者がそれぞれ、最後の演説をし 

 ています。あなたなら、どの候補者に投票しますか。 

● 私は、高校と大学の授業料を無料にすると主張しているB候補に投票します。私た 

 ちに直接関わることだし、無料だと親が助かると思うからです。 

● 私は、C候補に投票します。C候補は、保育園の数を増やすなどして、子育てしや 

 すい環境にしていくことを大切にしているからです。自分も将来、親になった時に、 

 子どもを安心して育てられたらいいと思うからです。 

□使用教材名 

 教科書「国の政治の仕組みと選挙」 

４ 

・子育て支援の願いを実現す

る政治について学ぶ中で、税

金の集め方や使い道につい

て理解する。 

 

○ 子ども家庭総合センターの様子と、子どもをもつ親の願いについて話し合おう。 

● 施設の建設には、５７億円もかかったそうです。施設に必要な物を買ったり、働く 

 人の給料を払ったり、運営にもお金がかかることが分かりました。 

● 税金を使って、多くの人が必要とする公共的な事業を行っている。税金があるから、 

 道路や学校の建設もできるし、ごみの処理もできる。 

● 税金が何に使われているかを知ることは大切だと思いました。 

□使用教材名 

 教科書「子育て支援の願いを実現する政治」 

５ 

・租税教室を通して、「税金」

の必要性や使われ方につい

て考え、理解を深める。 

 

○ 税金には、どんな種類があり、どのようなことに使われているのだろう。 

● 税金は、私たちの生活に欠かせないものだと分かった。 

□使用教材名 

税のＤＶＤ「マリンとヤマトの不思議な日曜日」 

社会科の「わたしたちの生活と政治」の単元との関わりの中で、「税金」について学び、「租税教室」を通して、「税金」についての理解や「税金」の必要性に

ついて理解させていきたいと考え、指導を計画した。まず、日本国憲法とその３原則を理解し、権利もあるが、義務もあることを知り、なぜ、その義務が必要

なのか実感を伴って学んでいけるといいと考えた。そこで、動画など視覚的資料を活用しながら理解を深めていけるよう、また、話し合いを通して自分事とし

て捉え、税について身近なものであり、必要なものという理解につなげていきたいと考えた。 

【指導のポイント】≪１・２時間目≫ 

 教科書や資料集、デジタル教科書で学

ぶと共に、NHK for schoolの「社会にド

キリ」の「日本国憲法」や「権利と義務」

などを視聴したことで、より理解が深ま

った。 

【指導のポイント】≪３時間目≫ 

 どの候補者に投票するか理由を

含めて話し合う中で、どのように

税金を使ってほしいか、どのよう

に税金を使うことが望ましいかに

ついて、自分事として考えること

ができたと共に、自分以外のいろ

いろな立場の人のことも考えなが

ら広い視野で考え、税金の必要性

を感じることができた。 

【指導のポイント】≪４時間目≫ 

 租税教室を通して、税金の必要性

や使い道などについて、分かりやす

く説明していただき、さらに理解を

深めることができた。自分たちの生

活と税金が深く関わっていて、私た

ちの生活に欠かせないものだという

ことがよく理解できた。 

◎ 模擬選挙的な活動を設定し、自分はどの候補に投票したいかとその理由を話し合う中で、有効に税金を使うことや自分や自分以外のいろいろな立場の人 

 の願いを考えながら、「税金」の必要性や使い方について、自分事として理解を深めることができた。 

◎ 租税教室で「もしも税金がなかったら」というアニメを見せていただき、火事の時に消防車が来て火を消してもらったら莫大なお金を払わなければなら 

 なくなった例などを具体的に分かりやすく知り、当たり前のように暮らしている中で、税金によって生活が守られていることを子ども達が理解し、その必 

 要性について考えることができた。 

◆ 例えば、自分が国会議員だったら、どんなことに「税金」を使うか、どの分野に重点を置きたいかなど、いろいろと具体的に想定した場面設定の中で、 

 考え、話し合う機会をさらに持つことができると、ますます「税金」へ興味を持つことができ、自分事として考え理解を深められる機会にもなったと思う。 
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親子で税を考える 

 

高畠町立屋代小学校教諭  ６学年 山田 瑞基 

実施年月日：令和７年４月，６月 １９名 

１ 実践計画・指導のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

２ 単元構成・実際の指導状況（単元を通した全体の主な学習計画及び教師の指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果（◎）と課題（◆）（租税教育を実施後，教諭自身の感想や児童・生徒の反応，他の教諭に対して，今後参考としてほしい事項など） 

 

 

 

 

時間 学習内容 主な発問（○），こどもたちの反応（●），使用教材等（□） 

１ 

・日本国憲法の考えは，私た

ちの生活とどのように密

接に関わっているのかを

知る。 

 

 

○ 日本国憲法の考えは，市町村や国の取り組みにどのように反映

されているのか調べよう。 

● 税金を使って，教科書が無償で配られている。 

  目の不自由な人のための表示や点字ブロックが整備されてい 

る。 

□使用教材名 

 教科書 東京書籍「新編 新しい社会６ 政治国際編」 

 社会科資料集 

２ 

・模擬投票を通して，選挙の

際，どのような観点から投

票する候補者を選んでい

けばよいのか考える。 

 

 

○ 候補者が税金の使い道についてどのような公約を立てているの

か考え，候補者を選ぼう。 

● みんなから集めた税金がどのように使われていくのか， 

しっかりと考えていくことが大切だと思った。 

● 選挙にしっかりと参加して，どの候補者に投票していくか考え

ることが大切だと思った。 

□使用教材名 

教科書 東京書籍 

「新編 新しい社会６政治国際編」 

社会科資料集 

模擬投票グッズ 

３ 

・【租税教室】 

 税務署の方の話を聞きな

がら，適切な税金の使い道

について考える。 

○ 税金について，何にどれくらい使うべきか考えよう。 

● 住民の声に応じて，税金の使い道を考えていくことが大切だと

わかった。 

□使用教材名 

税務署講師の方によるデジタル教材，DVD 

１億円レプリカ 

４ 

・税金について学習したこと

を振り返り，絵葉書をか

く。 

○ 学習したことを振り返り，絵葉書を書こう。 

● 税金の大切さを，分かりやすく絵にまとめたい。 

● 深く自分たちの生活にかかわりがあることを伝える言葉を入れ

たい。 

本校で使用している東京書籍 新編「新しい社会：政治・国際編」では，「単元名：わたしたちの生活と政治」において，日本国憲法の考えや日本の政治につ

いて捉える過程の中で，どのような税金があり，どのように使い道が決められていくのか学習する構成となっている。 

そこで，授業参観において，模擬投票の取り組みを設定し，候補者を選ぶ際にそれぞれの候補者がどのような税金の使い道を考えているのか，親子で考える

ことができるようにした。 

【指導のポイント】≪１時間目≫ 

日本国憲法はどのようなものであるのか

をまず学び，そうした考えが生活にどの

ように反映されているか捉えられるよう

に，なるべく身近な例を取り上げた。 

【指導のポイント】≪２時間目≫ 

実際に投票に使用されている道具を高畠

町選挙管理委員会よりお借りした。また，

授業参観でこの活動を設定し，保護者と

ともに，投票することで，税金の使い道

や選挙について理解を深められるように

した。 

【指導のポイント】≪３時間目≫ 

事前に税務署の講師の方と打ち合わ

せを行った。デジタル教材を用いて，

班ごとに考えを共有しながら，活動を

行うことで，理解がより深まったよう

だった。 

◎ 実際に使用されているものを活用した模擬投票，さらには租税教室での税金の使い道について話し合う活動を通して，税金の大切さについて，実感を伴っ

て学習することができた。また，授業参観の機会を活用し，保護者も巻き込んでの活動を行ったことで，より税金に対する理解が深まったと感じた。 

◆ 教科書で調べたことを基に，実際に自分たちが住む地区や町では，どのように使われているのか調べさせるとなおよかった。時間と環境が整うのであれば，

学校の外に出て税金が使われているものを調べたり施設を訪れたりできるとよかったと思う。 
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くらしと税金のかかわりについて考えよう 

鶴岡市立朝暘第五小学校教諭  ６学年 田澤 あきな 

実施年月日：令和７年６月３日～６月２０日 ２４名 

１ 実践計画・指導のねらい 

 

 

 

 

 

２ 単元構成・実際の指導状況（単元を通した全体の主な学習計画及び教師の指導） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実践の成果（◎）と課題（◆）（租税教育を実施後、教諭自身の感想や児童・生徒の反応、他の教諭に対して、今後参考としてほしい事項など） 

 

 

 

時間 学習内容 主な発問（○）、こどもたちの反応（●）、使用教材等（□） 

１ 

・ 

２ 

・税金とは何か、どんなこと

に使われているのかを調べ

る。 

 

 

○ 税金は、私たちの生活とどのようにかかわっているのだろう。 

● この校舎や教科書にも税金が使われている。 

● 教育費として自分達のためにたくさんの税金が使われている。 

□ 教科書「新しい社会」(東京書籍) 

□ 副教材「わたしたちのくらしと税金」 

３ 

・税金のない世界について考

え、生活を支える税金につい

て理解を深める。 

 

○ 税金がなかったら、今の生活がどのように変わるのか考えよう。 

● みんなが利用できる施設が少なくなる。 

● 治療費が高くなり、救えなくなってしまう人が増える。 

● 健康で豊かな暮らしができなくなる。 

□ 副教材「わたしたちのくらしと税金」 

□ 動画「マリンとヤマト 不思議な日曜日」 

４ 

・「租税教室」を通して、税

とは何か、何に使われている

のかを考える。 

・新しい町の代表者になった

つもりで、税金の使い道を考

える。 

(出前教室) 

○ 税金の種類を知り、使い道を考えてみよう。 

● 一日の生活の中で、様々な種類の税を払っている。 

● 税金の使い道を考えるとき、何を優先して使えばいいだろう。 

□ 一億円のレプリカ 

 

５ 

・市民の願いを実現させる政

治の働きを知る。 

・行政相談委員に相談する。 

(出前教室) 

 

○ 生活の中で困っていることを行政相談委員に相談しよう。 

● 登下校の際に通る橋の下に落書きがあり、消してほしい。 

● 家の隣にある公園の木の葉がたくさん落ちてきて、掃除が大変。 

□ パンフレット(全国行政相談委員連合協議会 発行) 

 

６ 

・これまで学んだことを生か

して税の絵葉書を描き、まと

める。 

〇 これまで税について学んできたことを生かして、絵葉書を作ろう。 

● 税金は無くてはならないものだから、その大切さがわかるように作

りたい。 

● 身近に使われている税金について、伝わるように作りたい。 

学習の始めに、子ども達に税についてのイメージを聞くと、「税はいらないもの」「税金は高い」といったマイナスなイメージを多くもっていた。そのため、

税は私達の生活を支える大切な仕組みであるということを学ぶ機会を設け、学習を通して身近な公共サービスが税によって支えられているということに気づか

せることをねらいとして、学習を行った。「わたしたちの生活と政治」の単元の中で、「税金が自分たちの生活とどのように結びついているのか」、「集められた

税金をもとに誰がどのようなことをしているのか」を関わらせた学習を計画し、税金の必要性や重要性について考えられるようにしていく。 

【指導のポイント】≪１・２時間目≫ 

導入では、子ども達にとって身近な税

金について考え、税金の必要性について

実感できるような学習を行った。子ども

達が思っていた以上に税金が使われてい

るものが多く、新たな気づきや発見を大

切にしながら学習を進めた。 

【指導のポイント】≪３時間目≫ 

動画を視聴する前に、これまで学習した

ことをもとに、「税金がなくなったら生活

がどのように変わってしまうのか」をグル

ープごとに話し合い、税金の必要性につい

て実感できるような学習活動を組んだ。 

【指導のポイント】≪４時間目≫ 
山形税務署の方にお越しいただき、専門

的な話を聞きながら、これまで学習してき
たことを整理と発展的な学習を行った。新
しい町の代表者になったつもりで、限られ
た金額をどのようなことに使うのかをグ
ループごとに話し合った。様々な視点から
税金の使い道を考え、自分事として意見を
出し合うことができた。 

◎ 子ども達は税金についてマイナスなイメージをもっていたが、学習が進むと税金の必要性を実感し、興味・関心をもちながら学習を進めることができた。 

◎ グループワークを多く取り入れ、子ども達の考えをつなぎながら学習を進めたことで、税金が自分達のくらしと密接にかかわっているという実感をもつこ

とができた。 

◎ 税務署の方や行政相談委員の方にお越しいただけたことで、専門的な話を聞くことができた。子ども達が自分達の要望や願いを直接伝えることができたこ 

とで、社会の一員として生活をより良くしたいという意識をもつことができた。 

◆ 子ども達の関心を高めることができたため、今回の単元に限らず政治や税金についての学習を進め、将来へとつながる力を育成していきたい。 

【指導のポイント】≪５時間目≫ 
総務省行政相談委員の方にお越しいた

だき、集められた税金が具体的にどのよう
なことに使われているのかを知ることが
できた。子ども達は自分達の生活の中で困
っていることや要望を伝え、その願いをも
とに行政が動いてくれるということを知
った。税金があることで、自分達の生活が
より良くなるという実感をもち、税につい
ての知識を深めることができた。 

【指導のポイント】≪６時間目≫ 
これまでの学習の資料や活動をふりか

えり、税金の大切さが伝わるような絵葉書
を意識させた。学習を積み重ねていくと、
子ども達の中で税金の必要性について理
解できるようになっていき、それぞれの考
えを文字とイラストで表すことができた。 
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租税教室のご案内 

 学校で開催する 租税教室の講師派遣、 児童・ 生徒

さ んによ る 税務署見学、 租税に関する 資料（ 1 億円

レ プリ カ 等） の貸出し などのご要望は、 最寄り の税

務署の総務課までご連絡く ださ い。  

山形県内税務署 山形県内税務署 

山 形 税 務 署   

米 沢 税 務 署 

鶴 岡 税 務 署 

酒 田 税 務 署 

新 庄 税 務 署 

寒河江税務署 

村 山 税 務 署 

長 井 税 務 署 

（ 0 2 3 ） 6 2 2 －1 6 1 1  

（ 0 2 3 8 ） 2 2 －6 3 2 0  

（ 0 2 3 5 ） 2 2 －1 4 0 1  

（ 0 2 3 4 ） 3 3 －1 4 5 0  

（ 0 2 3 3 ） 2 2 －5 1 1 1  

（ 0 2 3 7 ） 8 6 －2 2 4 4  

（ 0 2 3 7 ） 5 3 －2 1 5 1  

（ 0 2 3 8 ） 8 4 －1 8 1 0  

 国税庁H P                    

「 税の学習コ ーナー」  

 

 

「 租税教育実践レポート 」  

 租税教育関係ホームページ 

   令和８ 年３ 月発行 

   発行者 山形県租税教育推進協議会 
   事務局： 山形市大手町１ －２ ３ （ 山形税務署内 税務広報広聴官）  

 山形県HP 

「 わたし たちの 

 く ら し と 県税」              


